


ごあいさつ

　本県では、男女共同参画社会の実現に向けて、平成 12年に全国に先駆け「埼玉県
男女共同参画推進条例」を制定しました。この条例に基づき、「埼玉県男女共同参画
基本計画」を策定し、施策を総合的かつ計画的に進めてきました。
　この間、固定的な性別役割分担意識に同感しない人の割合は上昇傾向にあるものの、
その解消にはいたっておらず、女性の政策決定への参画や家庭や地域における男性の
参画が十分に進まないなど、いまだ多くの課題が残されています。
　本県は今、時代の大きな転換点に差し掛かっています。本県の人口はまもなく減少
に転じ、全国で最も速いスピードで後期高齢者が増加すると見込まれています。
　社会情勢の変化に柔軟に対応するため、多様な視点を取り入れた活力ある埼玉づく
りが不可欠となっています。
　また、新型コロナウイルス感染症の拡大が、女性の生活に大きな影響を与えていま
す。ドメスティック・バイオレンスや性暴力の増加・深刻化が懸念され、雇用・所得
への影響などが浮き彫りになっています。
　こうした中、性別に関わらず、誰もが自分らしく活躍できる男女共同参画社会の実
現が、今ほど求められている時代はありません。
　このたび、これまでの成果や課題、社会情勢の変化を踏まえ、「埼玉県男女共同参
画基本計画（男女共同参画社会の実現〜人権が尊重され、誰もが活躍できる埼玉へ〜）」
を策定しました。策定に当たっては、新たに 4つの目指す姿を提示し、男女共同参画
社会への道筋を分かりやすいものとしました。この計画に基づき、男女共同参画に向
けた取組を一層加速させてまいります。
　男女共同参画社会の実現には、県や市町村の取組はもとより、県民の皆様一人一人
が、男女共同参画を自分自身の問題として捉え、「ワンチーム埼玉」で取り組んでい
く必要があります。県民の皆様には、更なる御理解と御協力をお願い申し上げます。
　計画策定に当たりましては、埼玉県男女共同参画審議会において、幅広い観点から
熱心に御議論いただきました。また、県民の皆様からも多くの貴重な御意見をお寄せ
いただきました。御協力いただきました方々に心から御礼申し上げます。

　令和 4年 3月
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